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一
覧 〇適正な指名業者選定事務について、 以下を問う 。

令和６ 年の指名審査委員会で、 副市長から Ａ 社を指

名から 外す指示はあっ たか。

副市長 記憶にない。

副市長の発言を証言し ている職員の発言は虚偽か。

本意ではないが、 職員がそう 受け取っ たなら 反省し

なく てはなら ない。

令和７ 年は建設部長から 、 A 社の指名除外を確認す

る発言はあっ たか。

総務部長 記憶にない。

建設部長の発言を 証言し ている職員の発言は虚偽か。

副市長 本意ではないが、 職員がそう 受け取っ たな

ら 反省し なく てはなら ない。

A 社は、 入札参加資格資料で評価が下がっ たか。

副市長 一業者のため答弁でき ない。

A 社所長と の打ち 合わせで、 副市長が「 令和 6 年 1

月から 指名を除外し てき たこ と を、 こ の場で納得し

ても ら えれば、 指名の再開を 検討する 」 と 発言し た

こ と は事実か。

指摘の趣旨の発言はなかっ たと 記憶し ている が、 検

討すると いう 発言はし た。

A 社所長と 財政課長から 、 副市長のこ の発言はあっ

たと 証言を 得た。 それでも 、 副市長は虚偽ではない

と 断言するのか。

先ほどの答弁と 同じ で、検討すると いう 発言はし た。

市長は、 A 社所長や副市長はじ め関係者から 事実確

認を行っ たか。

市長 行っ ていない。

調査をせずに副市長答弁をなぜ肯定するのか。

事実確認はでき ないが、副市長の答弁どおり である。

事業者から 指名の業者選定に関する苦情等はないと

する答弁に間違いはないか。

副市長 隔たり はないと 考える。

A 社所長から 「 今後、 市から 指名がなければ、 何ら

かの行動を起こ す」 と 発言はあっ たか。

財政課長 発言はあっ た。
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副市長答弁は事実誤認では？

事実と 異なる内容はないと 認識

第三者委員会設置で事実解明を

設置する予定はない
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